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第２章    岩国市の地域福祉の現状及び課題 

 

 

１ 統計データからみえる岩国市の現状 

（１）人口の将来推計と年齢３区分別人口割合 

本市の人口は減少を続け、令和 12（2030）年には 113,579 人になると予測さ

れています。 

また、年齢３区分別の人口割合をみると、０～14 歳の年少人口と 15～64 歳の生

産年齢人口の割合が減少するのに対し、65 歳以上の高齢者人口の割合が急激に増加

しており、少子高齢化は更に進行することが予測されます。 
 

人口推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：平成７（1995）年から平成 27（2015）年は国勢調査 
令和２（2020）年、令和７（2025）年、令和 12（2030）年は国立社会保障・
人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」  

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上） 年齢不詳

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上） 年齢不詳

推計 

24,441 22,142 20,294 18,598 16,187 14,347 12,651 11,233
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（２）世帯数及び１世帯当たり人員の推移 

核家族世帯数は増加傾向となっており、平成 27（2015）年で 34,658 世帯となっ

ています。また、１世帯あたりの平均人員は年々減少しており、平成 27（2015）年

で 2.24 人となっています。 

 

世帯数及び１世帯当たり人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10月１日現在） 
※一般世帯とは、世帯総数から施設等の世帯（寮の学生、病院の入院者、施設の入
所者等）を除いた世帯をいう。 

※核家族世帯とは、(1)夫婦のみの世帯、(2)夫婦と子供から成る世帯、(3)男親と
子供から成る世帯、(4)女親と子供から成る世帯をいう。 

※１世帯あたり平均人員＝一般世帯人員数／一般世帯数により算定 
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（３）高齢者単身世帯数、高齢者夫婦世帯数の推移 

高齢者単身世帯数は、平成 17（2005）年と比較して、平成 27（2015）年は 2.0

倍の 9,317 世帯となっています。また、高齢者夫婦世帯数は、平成 17（2005）年

と比較して、平成 27（2015）年は 1.7 倍の 9,537 世帯となっています。 

 

高齢者単身世帯数、高齢者夫婦世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査（各年 10月１日現在） 
※高齢者単身世帯とは、65歳以上の者一人のみの一般世帯（他の世帯員がいない
もの）をいう。 

※高齢者夫婦世帯とは、夫 65歳以上、妻 60歳以上の夫婦 1組の一般世帯（他の
世帯員がいないもの）をいう。 
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（４）ひとり親世帯の推移 

ひとり親世帯の推移は、増減を繰り返しながら増加傾向となっており、平成 27

（2015）年で 1,026世帯となっています。 

 

ひとり親世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10月１日現在） 

 

（５）要支援及び要介護認定者数の推移 

要支援及び要介護認定者は増加傾向となっており、令和元（2019）年度で 9,103

人となっています。介護度別でみると、平成26（2014）年度と比較して令和元（2019）

年度で、要支援２の伸びが 1.2 倍と最も大きく、次いで、要介護２が 1.1倍となって

います。 

 

要支援及び要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：介護保険事業状況報告（各年度３月 31日現在）  

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

資料：介護保険事業状況報告（各年度３月末日現在）
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（６）障害者手帳所持者数の推移 

手帳交付数を平成 26（2014）年度と令和元（2019）年度で比較すると、身体障

害者手帳保持者交付数は 0.9 倍で 5,646 人、療育手帳保持者交付数は 1.3 倍で

1,176 人、精神障害者保健福祉手帳保持者交付数は 1.3 倍で 1,247人となっていま

す。 

 

障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：社会福祉の概要（各年度４月１日現在） 

 

（７）生活保護被保護世帯数及び保護率の推移 

生活保護の状況は、被保護世帯数、保護人員数ともに減少傾向となっており、令和

元（2019）年度で被保護世帯数が 1,203 世帯、保護人員数が 1,435人となってい

ます。また、保護率は横ばいで推移しており、令和元（2019）年度で 1.1％となっ

ています。 

 

生活保護被保護世帯数（月平均）及び保護率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：社会福祉の概要（各年度平均値） 
  

被保護世帯数 保護人員数 保護率

1,269 1,271 1,244 1,228 1,221 1,203
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（８）自治会加入率の推移 

自治会は、地域住民にとって最も身近な地域の団体の一つですが、近年は自治会加

入率が徐々に低下しています。地域による「助け合い」の必要性が見直される現在、

自治会はますます重要な存在であるといえます。 
 

自治会加入率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：岩国市調ベ（各年度４月１日現在） 
※自治体加入率＝自治会加入世帯数/世帯総数により算定 

 

（９）児童扶養手当受給者の推移 

ひとり親家庭などの児童の保護者に対して支給される「児童扶養手当」の受給者は、

平成 26（2014）年度の 1,337 人から令和元（2019）年度には 1,112 人に減少

しています。 

精神または身体に障害を有する 20 歳未満の児童の保護者に対して支給される「特

別児童扶養手当」の受給者は、年々増加しています。 
 

児童扶養手当受給者数の推移 
 

単位：人 

 
平成 26年度 
（2014） 

平成 27年度 
（2015） 

平成 28年度 
（2016） 

平成 29年度 
（2017） 

平成 30年度 
（2018） 

令和元年度 
（2019） 

支給人員 1,337 1,302 1,268 1,225 1,170 1,112 

資料：社会福祉の概要（各年度３月 31日現在） 
 

特別児童扶養手当受給者数の推移 
 

単位：人 

 
平成 26年度 
（2014） 

平成 27年度 
（2015） 

平成 28年度 
（2016） 

平成 29年度 
（2017） 

平成 30年度 
（2018） 

令和元年度 
（2019） 

支給人員 230 238 249 282 309 333 

資料：社会福祉の概要（各年度３月 31日現在）  

自治会加入世帯数 自治会加入率
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（10）ボランティア登録団体数と登録人数の推移 

岩国市社会福祉協議会へのボランティア登録は、団体登録人数、個人登録人数とも

に減少傾向となっています。また、登録団体数も年々減少しており、令和元（2019）

年度で団体登録人数が 1,700 人、個人登録人数が 190 人、登録団体数が 89 団体と

なっています。 

 

ボランティア登録団体数と登録人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市町社会福祉協議会基本調査（各年度４月１日現在） 
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２ アンケート調査結果からみえる岩国市の現状 

（１）調査の概要 

① 調査の目的 

「第四次岩国市地域福祉計画」「第三次岩国市地域福祉活動計画」策定の基礎資料と

して、調査を実施しました。 

 

② 調査対象 

１ 岩国市在住の 18 歳以上を無作為抽出 

２ 岩国市在住の民生委員・児童委員 

３ 岩国市内の成年後見制度事業所等（成年後見制度の利用の可能性のある高齢者、 

   障害者等の入所施設等） 

 

③ 調査期間 

１ 市民：令和２（2020）年７月 10日から令和２（2020）年８月３日 

２ 民生委員・児童委員：令和２（2020）年６月１日から 

令和２（2020）年６月 30 日 

３ 成年後見制度事業所等：令和２（2020）年６月１日から 

令和２（2020）年６月 30 日 

 

④ 調査方法 

１ 郵送による配布・回収 

２ 直接配布、郵送による回収 

３ 郵送、メール、FAX による配布・回収 

 

⑤ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

市民 2,000 通 870通 43.5％ 

民生委員・児童委員 400通 334通 83.5％ 

成年後見制度事業所等 163通 121通 74.2％ 
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☆アンケート調査結果の内、本市の課題の分析に活用した主なアンケート調査結果につ

いてグラフを掲載しています。 

 

（２）市民アンケート結果 

① 近隣住民との関わり・地域の活動について 

近所の人との付き合いの程度は、「立ち話をする程度の人がいる」の割合が 30.2％

と最も高く、次いで「あいさつをする程度の人がいる」の割合が 27.4％、「何か困っ

たときに助け合う親しい人がいる」の割合が 16.0％となっています。 

平成 26（2014）年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

近所の人との付き合いの程度 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和２(2020)
年度調査
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平成26(2014)
年度調査

823
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11.0

8.9

6.2
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何か困ったときに助け合う親しい人がいる

互いに訪問し合う人がいる
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あいさつをする程度の人がいる

ほとんど付き合いがない

無回答
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地域の活動や行事が活発に行われるために大切だと思うことは、「あいさつができる、

顔見知り関係をつくる」の割合が 56.0％と最も高く、次いで「住民同士が困ったとき

に、今以上に助けあえる関係をつくる」の割合が 41.8％、「交流の機会となる地域の

行事を増やしたり、充実を図ったりする」の割合が 21.5％となっています。 

平成 26（2014）年度調査と比較すると、「あいさつができる、顔見知り関係をつ

くる」の割合が増加しています。 

 

地域の活動や行事が活発に行われるために大切だと思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域での支え合いについて 

地域の身近な生活課題における住民同士の自主的な支え合いや助け合いの必要性は、

「とても必要だと思う」と「ある程度必要だと思う」を合わせた“必要だと思う”の

割合が 93.4％、「あまり必要だと思わない」と「まったく必要だと思わない」を合わ

せた“必要だと思わない”の割合が 3.9％となっています。 

 

地域の身近な生活課題における住民同士の自主的な支え合いや助け合いの必要性 

 

 

 

 

 

 

とても必要だと思う ある程度必要だと思う
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あいさつができる、顔見知り関係をつくる

新築・マンション入居など、新たに住む人

との関係づくりを強化する

地区社協・町内会・自治会・子ども会・老人

クラブや婦人会等の活動を活発にする

小学校や中学校など、学校教育と住民の

交流やつながりを深める
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③ ボランティア活動について 

ボランティア活動への参加意向は、「興味はあるが時間等がない」の割合が 35.5％と

最も高く、次いで「誘われたら参加したい」の割合が 24.8％、「興味がない」の割合

が 16.8％となっています。 

 

ボランティア活動（地域にこだわらない）への参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在参加している 今後積極的に参加したい

誘われたら参加したい 興味はあるが時間等がない

興味がない 無回答

回答者数 =

　 870 9.9 3.1 24.8 35.5 16.8 9.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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令和２（2020）年度調査 （回答者数 = 870）

平成26（2014）年度調査 （回答者数 = 823）

％

保健や福祉に関する情報提供を充実させる

身近な場所で福祉に関する相談ができる窓口を

増やす

公共の場のバリアフリー化を進める（高齢者、障害者及

び乳幼児の生活に不便な障害物の除去、階段に併設し

たスロープやスペースの広いトイレの設置、視覚障害者

向けの点字の設置など）

緊急時や災害時に地域の中で助け合う仕組みを

つくる

人権を守る制度（成年後見制度や地域福祉権利

擁護事業など）の普及を図る

地域活動・ボランティア活動の拠点を整備する

地域活動・ボランティア活動を資金面で支援する

地域での活動の中心となる人材を育てる

障害をもつ人の就労の支援をする

サービスを提供する事業所を増やす

（高齢者、障害者、子育て、介護）

健康づくり活動や健康教育を充実させる

保健や福祉に関する関心が高められるような

講座、行事を行う

生活困窮者の自立支援に関する取組を充実させる

社会保障制度（医療保険制度・年金制度・介護保

険制度など）の安定を図る

現状のままでよい

その他

無回答

36.7

36.3

26.0

38.0

8.3

12.4

13.0

20.1

17.1

26.3

15.2

11.0

13.6

－

6.3

2.6

6.6

40.1

37.4

28.1

42.6

9.4

13.9

15.4

23.2

16.9

27.2

16.4

13.0

－

46.9

3.9

2.9

4.9

0 20 40 60 80 100

 

④ 岩国市の健康福祉施策に関する取組について 

だれもが生き生きと安心して地域で暮らし続けるために、岩国市の健康福祉施策と

して重要と思う取組は、「緊急時や災害時に地域の中で助け合う仕組みをつくる」の割

合が 38.0％と最も高く、次いで「保健や福祉に関する情報提供を充実させる」の割合

が 36.7％、「身近な場所で福祉に関する相談ができる窓口を増やす」の割合が 36.3％

となっています。 

平成 26（2014）年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 
 

だれもが生き生きと安心して地域で暮らし続けるために、岩国市の健康福祉施策として重要と思う取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
※「生活困窮者の自立支援に関する取組を充実させる」は、令和２（2020）年度調査で追加されたものです。 
「社会保障制度（医療保険制度・年金制度・介護保険制度など）の安定を図る」は、令和２（2020）年度調査 
では聞いていません。 
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⑤ 地域福祉に関わる機関や団体、仕組みについて 

「岩国市社会福祉協議会」の活動の認知度は、「名前を聞いたことがあるが、活動内

容は知らない」の割合が 55.2％と最も高く、次いで「名前も活動内容も知っている」

の割合が 27.4％、「名前も活動内容も知らない」の割合が 13.4％となっています。 

平成 26（2014）年度調査と比較すると、「名前も活動内容も知っている」の割合

が増加し、「名前も活動内容も知らない」の割合が減少しています。 

 

「岩国市社会福祉協議会」の活動の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の民生委員・児童委員の活動（役割）の認知度は、「よく知っている」と「ある

程度知っている」を合わせた、“知っている”の割合が 42.3％、「あまり知らない」と

「まったく知らない」を合わせた“知らない”の割合が 55.2％となっています。 

平成 26（2014）年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

地区の民生委員・児童委員の活動（役割）の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よく知っている ある程度知っている あまり知らない

まったく知らない 無回答

回答者数 =

令和２(2020)
年度調査

870

平成26(2014)
年度調査

823

9.1

9.1

33.2

29.8

36.6

35.7

18.6

21.6

2.5

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

名前も活動内容も知っている

名前を聞いたことがあるが、活動内容は知らない

名前も活動内容も知らない

無回答

回答者数 =

令和２(2020)
年度調査

870

平成26(2014)
年度調査

823

27.4

19.4

55.2

56.4

13.4

19.7

4.0

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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地区（地域）の福祉員の活動（役割）の認知度は、「よく知っている」と「ある程度

知っている」を合わせた、“知っている”の割合が 27.0％、「あまり知らない」と「まっ

たく知らない」を合わせた“知らない”の割合が 69.4％となっています。 

平成 26（2014）年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

地区（地域）の福祉員の活動（役割）の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よく知っている ある程度知っている あまり知らない

まったく知らない 無回答

回答者数 =

令和２(2020)
年度調査

870

平成26(2014)
年度調査

823

6.7

6.6

20.3

19.7

41.6

38.8

27.8

30.6

3.6

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（３）民生委員・児童委員アンケート結果 

① 地域との連携・協力について 

今後、特に積極的に取り組んでいく必要があると思うことは、「高齢者への支援・介

護に関すること」の割合が 61.1％と最も高く、次いで「災害発生時の支援に関するこ

と」の割合が 33.2％、「近隣支援者の発掘・地域の協力関係の構築」の割合が 28.7％

となっています。 

 

今後、特に積極的に取り組んでいく必要があると思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 334 ％

高齢者への支援・介護に関すること

障がい者への支援に関すること

児童福祉・子育て支援に関すること

生活困窮者への支援に関すること

地域で孤立している者に関すること

福祉サービスの利用に関すること

虐待や配偶者暴力（ＤＶ）に関すること

災害発生時の支援に関すること

相談・交流の場づくり

日常生活支援

近隣支援者の発掘・地域の協力関係の
構築

その他

無回答

61.1

5.7

11.4

6.3

14.1

26.6

1.8

33.2

26.3

18.9

28.7

1.8

3.3

0 20 40 60 80 100
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地域活動・業務を行う上で、求められる岩国市、社会福祉協議会の支援は、「活動・

業務の担い手となる人材の育成」の割合が 40.4％と最も高く、次いで「地域情報の提

供」の割合が 37.4％、「団体や組織間の連携支援」の割合が 20.7％となっています。 

 

地域活動・業務を行う上で、求められる岩国市、社会福祉協議会の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回答者数 = 334 ％

活動・業務の担い手となる人材の育成

活動・業務の場所の確保に関する支援

活動費・事業費などの経済的な支援

団体や組織間の連携支援

先進的な活動・業務事例の紹介

専門性を持った人材や団体の紹介

地域情報の提供

情報発信に関する支援

活動・業務について相談できる機会の充
実

市民への地域福祉に関する意識の啓発

市民への民生委員・児童委員の活動の
ＰＲ

その他

特にない

無回答

40.4

10.5

15.0

20.7

14.7

16.5

37.4

4.8

13.5

19.5

12.6

2.4

6.6

4.8

0 20 40 60 80 100
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３ 社会福祉制度の状況 

（１）介護、高齢者福祉の状況 

平成 12（2000）年から始まった「介護保険制度」により、介護が必要な高齢者を

社会全体で支えていくための仕組みがつくられました。平成 18（2006）年には、

「介護保険制度」の全般的な改革が行われ、「地域密着型サービス」や「地域支援事業」

などが導入されました。 

また、平成 23（2011）年には、地域包括ケアシステムに係る理念規定が介護保険

法に明記され、平成 29（2017）年には、地域包括ケアシステムを強化するための介

護保険法等の法改正により、保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向け

た取組の推進等の措置を講ずることをはじめとした「地域包括ケアシステムの深化・

推進」等が示されたところです。 

今後は、いわゆる団塊世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年、さらには、い

わゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年に向けて、具体的な

取組内容やその目標を計画に位置付けることが必要となってきます。 

山口県では、「第六次やまぐち高齢者プラン」を策定し、「だれもが生涯にわたり、

住み慣れた家庭や地域で、安心していきいきと暮らせる社会づくり」の実現に向け、

各市町と連携して高齢者施策の推進に取り組んでいます。 

本市においても、平成 30（2018）年に、「岩国市高齢者保健福祉計画（老人福祉

計画及び第７期介護保険事業計画）」を策定し、「すべての高齢者が、住み慣れた地域

で希望と生きがいに満ちて幸せな生活を送ることができる地域社会の実現」を目指し

ており、令和３（2021）年には、「岩国市高齢者保健福祉計画（老人福祉計画及び第

８期介護保険事業計画）」を新たに策定し、「高齢者の社会参加の実現」、「高齢者が安

心して生活できる環境づくりの推進」の実現を目指した取組を進めていくこととして

います。 
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（２）障害者福祉の状況 

平成 18（2006）年に施行された「障害者自立支援法」により、身体障害、知的障

害、精神障害といった障害の種別にかかわらず、一元的に福祉サービスを受けること

ができる仕組みや、就労を支援する制度など、障害者が住み慣れた地域で必要な支援

を受けながら自立することができる体制が整えられました。 

また、平成 24（2012）年には、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支

援等に関する法律（障害者虐待防止法）」の施行、平成 25（2013）年には、障害者

自立支援法から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障

害者総合支援法）」への改正、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推

進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」の施行、平成 28（2016）年には、「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」の施行等、障害

者を取り巻く環境の変化等に対応した法整備が図られてきました。 

本市においても、平成 18（2006）年度から「岩国市障害者計画」を策定し、法改

正等の環境変化に対応するため、３年ごとに計画の見直しを行いながら、計画的に各

種障害者施策を推進しています。 

令和３（2021）年には、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度を計画期

間とする新たな計画を策定し、「障害者が自立し、安心して生活しているまち」の実現

を目指した取組を、進めていくこととしています。 
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（３）児童福祉の状況 

国においては、平成 15（2003）年に次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、

かつ、育成される社会の形成に資することを目的とした「次世代育成支援対策推進法」

が制定されました。 

また、平成 24（2012）年に子ども・子育て関連３法が成立し、平成 27（2015）

年から幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため

の「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。 

さらに、平成 30（2018）年にすべての児童が放課後等を安心・安全に過ごしなが

ら、学習や体験・交流活動などを行うことができるよう「新・放課後子ども総合プラ

ン」が策定され、令和元（2019）年には「子どもの貧困対策に関する法律の一部を

改正する法律」が成立し、子どもの現在から将来に向けての貧困対策を総合的に推進

するための、新たな「子供の貧困対策に関する大綱」が策定されました。そして、令

和元（2019）年 10 月からは幼児教育の重要性や負担軽減を図る少子化対策の観点

などから、幼児教育・保育の無償化が実施されました。 

山口県では、平成 19（2007）年に、山口県らしい「子育て文化の創造」を目指し

て、「子育て文化創造条例」を策定しました。また、平成 17（2005）年に策定した

「やまぐち子どもきららプラン 21」を見直し、子ども・子育て支援法に基づく子育て

支援・少子化対策を総合的に推進するための基本指針となる「やまぐち子ども・子育

て応援プラン」を策定しました。 

本市においても、平成 27（2015）年に子ども・子育て支援法に基づく「岩国市子

ども・子育て支援事業計画」を策定し、総合的な子育て支援事業を計画的に取り組ん

でまいりました。 

令和 2（2020）年 3 月には、その後の国の方針や保育ニーズ等を勘案し、令和 2

（2020）年度から令和 6（2024）年度までの 5 年間を計画期間とした「第 2 期岩

国市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、「子どもの安全を確保する」、「子どもと

親の健康を守る」、「支援を要する子どもや家庭を支える」、「多様なニーズに応じた子

育て環境をつくる」を基本目標とし、「安心して子どもを産み育てられるまち」の実現

を目指して各種施策に取り組んでいます。 
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（４）健康づくりの状況 

平成 12（2000）年に策定された「健康日本２１（第三次国民健康づくり運動）」

に基づき、生活習慣病などを改善する対策として、国民が主体的に取り組む健康づく

り運動を総合的に推進することとなりました。その後、平成 24（2012）年に厚生労

働大臣が、「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」を告示し、

「健康寿命の延伸」及び「健康格差の縮小」を最終目標とするなど、新たな国民健康

づくり運動の今後の方向性等を示しました。 

山口県では、国の動きやこれまでの取組の成果、新たな健康課題、社会背景を踏ま

え、より一層県民の健康づくりを推進するため、都道府県健康増進計画「健康やまぐ

ち２１計画」を改定し、新たに「健康やまぐち２１計画（第２次）」を平成 25（2013）

年に策定しました。 

本市においても、健康増進法の規定に基づく市町村健康増進計画「岩国市健康づく

り計画いきいき・わくわく・にっこり岩国」を平成 22（2010）年に策定しました。 

この計画において、「楽しくおいしく食べる」という市民に共通する健康な姿の実現

を目標に、市民一人ひとりや、家族・地域・学校などの地域全体及び市が取り組むこ

とを明確に定めることで、全市一体となって健康を支援する環境（まち）づくりを推

進しています。 

また、平成 26（2014）年 3 月に「岩国市食育推進計画」を策定し、市民一人ひ

とりが健やかで豊かな食生活を主体的に実践できることを目指して家庭、学校、職域、

関係機関と連携を深めながら、食育に関する施策を総合的に推進してきました。 

一方、国において、平成 28（2016）年に自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85

号）が改正され、平成 29（2017）年に見直された自殺総合対策大綱においては、「誰

も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」ことを基本理念として掲げ、

「生きることの包括的な支援としての推進」、「関係機関や庁内連携の強化」など５つ

の基本方針が示されました。 

この度、「岩国市健康づくり計画」、「岩国市食育推進計画」の計画期間が終了すると

ともに自殺対策基本法の改正によって、市町村に自殺対策計画を策定することが義務

付けられたことから、これまでの取組を評価するとともに新たな課題を踏まえ、平成

31（2019）年 3 月に「岩国市健康づくり計画」の中に「岩国市食育推進計画」、「岩

国市自殺対策計画」を含めて一体的に策定しました。 

本計画に掲げる基本方針に基づき、家庭、地域、学校、企業、関係機関・団体、市

の協働により、市民一人ひとりの主体的な健康づくりを支援していく環境づくりを推

進します。  
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（５）生活保護等の状況 

生活保護は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

という憲法第 25 条第１項に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国

民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障す

るとともに、その自立を助長することを目的としています。 

生活保護の受給者数は平成 20（2008）年の世界金融危機以降、失業等により急増

し、また、生活保護受給者数の増加に加え、非正規雇用の労働者など生活に困窮する

リスクの高い層も増加する傾向にあることから、平成 27（2015）年４月に生活困窮

者自立支援法が施行されました。 

同法の施行により、本市においても、相談窓口として「くらし自立応援センターい

わくに」を設置し、生活困窮者に対する自立相談支援事業などを行っています。相談

者の抱える課題を分析し、関係機関との連携により、必要に応じた支援を包括的・継

続的に行い、生活困窮者の自立支援に取り組んでいます。 
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４ 地域福祉の推進を担う団体 

（１）社会福祉法人岩国市社会福祉協議会 

社会福祉協議会とは、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的

としない民間の組織です。 

平成 18（2006）年に旧岩国市、旧由宇町、旧玖珂町、旧本郷村、旧周東町、旧錦

町、旧美川町及び旧美和町の各社会福祉協議会が合併し、現在の岩国市社会福祉協議

会に至っています。 

岩国市社会福祉協議会では、地域の住民やボランティア団体及び福祉員など、様々

な関係機関の参加・協力のもと、地域における社会福祉の向上と福祉活動の推進に積

極的に取り組んでおり、本市の地域福祉の拠点として重要な役割を果たしています。 

 

（２）地域を単位として活動する団体 

① 地区社会福祉協議会 

地区社会福祉協議会は、地域でだれもが住みやすいまちづくりを目指し、自治会、

婦人会、老人クラブ、民生委員・児童委員、福祉員など、地域の団体が主体となって

構成された団体です。 

地域における生活課題を自らの課題と捉え、解決に向けて積極的な活動を行うなど、

地域福祉推進の中心的な役割を果たしている団体の一つです。 

本市には、旧岩国市域内に 22 地区、旧周東町域内に 6 地区、旧錦町域内に 4 地

区、旧美川町域内に 1 地区、旧本郷村域内に 1 地区の地区社会福祉協議会がありま

す。 

 

② 自治会 

自治会とは、同じ地区内やマンションなどの集合住宅に居住する住民により、住民

相互の連帯と親睦を図ることを目的として組織された地縁による団体です。 

自治会の活動は、環境美化整備、青少年に対する社会教育活動、コミュニケーショ

ンを図るためのレクリエーション活動、広報活動など、多岐にわたっており、地域の

まちづくりの中心的団体として活動しています。 

本市には、786 団体の単位自治会や各地区自治会連合会があります。 
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③ 民生委員・児童委員 

民生委員は、民生委員法の規定により設置が定められ、児童委員は児童福祉法の規

定により民生委員が兼ねることとなっています。また、民生委員・児童委員の中には、

児童福祉に関する問題を専門に担当する主任児童委員が設置されています。厚生労働

大臣が委嘱し、任期は３年間となっています。 

民生委員・児童委員は、担当区域内の住民の実態を把握し、福祉サービスなどの情

報提供や、地域住民の抱える悩みごとの相談に親身に応じるなど、地域住民の日常生

活圏内において最も身近な存在として活動しています。 

 

④ 福祉員 

福祉員とは、岩国市社会福祉協議会会長の委嘱を受けて、地域内の関係団体と協力

して活動する小地域福祉推進の担い手です。一人暮らし高齢者の見守りや地域内の課

題の把握、地域住民に対する地域福祉活動の普及などを行っています。 

 

（３）ＮＰＯ（民間非営利団体） 

NPO（民間非営利団体）とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利

を目的としない団体の総称のことで、一般的には『Non Profit Organization』の略

称といわれています。NPO は民間の団体や組織であることを前提としており、自治会

などの地縁団体や身近なボランティア団体などの市民活動団体も、幅広い概念でとら

えるとNPO に含まれます。 

NPO は法人格の有無を問わず、福祉、教育、文化、まちづくり、環境、国際協力な

ど、様々な分野で社会の多様化したニーズに応えて重要な役割を果たしており、近年

では、その活動が地域福祉に重要な役割を果たしている地域もあります。 

内閣府資料「内閣府 NPO」によると、令和２（2020）年８月時点で、本市を拠点

として保健、医療又は福祉の増進等を分野として活動している、山口県に設立登記済

の NPO 法人数は 28 団体あります。 
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５ 第三次計画の取組状況と評価 

第三次計画（平成 27（2015）年度～32（2020）年度）では、基本理念「だれ

もが住み慣れた地域で生き生きと暮らせるまちづくり」の実現に向け、３つの基本目

標を掲げ、地域福祉の推進を図ってきました。 

第三次計画に掲げる各課題の市が取り組むことは次のとおりで、関係部署で「◎：

取組を達成し終えた（達成度 100％）」「○：概ね取組を達成した（達成度 80％以上、

100％未満）」「△：十分取組を達成できていない（達成度 50％以上、80％未満）」

「×：ほとんど取組を達成できていない（達成度 50％未満）」「－：評価不能」の５区

分による評価を行いました。 

 

 

取組状況評価 

課題 評価 

１ 地域福祉を推進する
ための基盤の整備 

(1)隣近所の住民とのコミュニケーションの促進 △ 

(2)住民参加の促進 ○ 

(3)地域での「助け合い」の促進 ○ 

(4)地域の見守りの促進 ○ 

(5)相談体制の充実 ○ 

(6)福祉に関する情報発信の充実 ○ 

(7)地域の情報の共有 ○ 

(8)寄附文化の醸成 ◎ 

(9)福祉教育の推進 ○ 

(10)権利擁護事業、成年後見制度の普及促進 ○ 

(11)ユニバーサルデザインやバリアフリーに配慮
したまちづくり 

○ 

(12)災害時要援護者の支援体制 △ 
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取組状況評価 

課題 評価 

２ 地域福祉を推進する
ための地域資源の活
性化 

(1)地域福祉の担い手の育成 △ 

(2)高齢者や定年退職者の社会参加の促進 × 

(3)ボランティアへの参加の促進 △ 

(4)地域内の交流の促進 △ 

(5)地域間交流の促進 △ 

(6)学校と地域との連携促進 △ 

(7)空き家や社会福祉施設などを活用した拠点の整
備 

○ 

(8)地域の子どもを地域全体で育てる環境づくり ○ 

(9)交通弱者の支援 ○ 

３ 地域福祉の推進に取
り組む団体の応援 

(1)岩国市社会福祉協議会の活動支援 ○ 

(2)地区社会福祉協議会など地域福祉に取り組む団
体の活動支援 

× 

(3)自治会の活動支援 ○ 

(4)民生委員・児童委員及び福祉員の活動支援 ○ 

(5)ＮＰＯや市民活動団体の活動支援 △ 

(6)サロンの活動支援 ○ 
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取組状況評価合計 

基本目標 

取組状況（構成比：％） 

◎：取組
を達成し
終えた
（達成度
100％） 

○：概ね
取組を達
成した
（達成度
80％以

上、100％
未満） 

△：十分取
組を達成で
きていない
（達成度

50％以上、
80％未満） 

×：ほとん
ど取組を達
成できてい

ない 
（達成度

50％未満） 

－：評価
不能 

１ 地域福祉を推進する
ための基盤の整備 

１ 
（8.3%） 

９ 
（75.0%） 

２ 
（16.7%） 

０ 
（0.0％） 

０ 
（0.0％） 

２ 地域福祉を推進する
ための地域資源の活
性化 

０ 
（0.0％） 

３ 
（33.3%） 

５ 
（55.6%） 

１ 
（11.1%） 

０ 
（0.0％） 

３ 地域福祉の推進に取
り組む団体の応援 

０ 
（0.0％） 

４ 
（66.7%） 

１ 
（16.7%） 

１ 
（16.7%） 

０ 
（0.0％） 

合計 
１ 

（3.7%） 
16 

（59.3%） 
８ 

（29.6%） 
２ 

（7.4%） 
０ 

（0.0％） 

 

３つの基本目標に基づく取組については、全体のうち63.0％が「取組を達成し終え

た」・「概ね取組を達成した」と評価できました。 

基本目標１の地域福祉を推進するための基盤の整備では、住民参加の促進において

は、高齢者の生きがい対策推進事業を行い、小規模・高齢化集落などで、ボランティ

アを活用した地域活動の推進に取り組みました。 

地域での「助け合い」の促進においては、民生委員・児童委員の充実を行い、住民

に身近な場所での相談体制の充実を図りました。また、生活支援体制整備事業を社会

福祉協議会に委託し、各地域に協議体を設置して、地域で支え合いについて考える体

制を整備しました。 

地域の見守りの促進においては、見守りに関する課題を持つ地域の地域ケア会議に

おいて、住民と共に協議を行いました。 

相談体制の充実においては、平成28（2016）年４月に障害者基幹相談支援センター

を開設し、基幹相談支援センターが中心となり、相談支援事業所会議を実施しました。

また、自立相談支援事業や家計改善支援事業を社会福祉協議会へ業務委託することで、

複雑化した問題に対して、地域の相談窓口として、相談の受付や支援を行いました。 

福祉に関する情報発信の充実においては、民生委員・児童委員協議会理事会への情

報提供を行うとともに、平成31（2019）年４月に「ふれあいeタウンいわくに」の

リニューアルを実施し、ホームページの普及強化を図ることにより、市民への情報発

信に努めました。  
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福祉教育の推進においては、平成29（2017）年から実施している架け橋プロジェ

クトにて、障害者福祉の事業所等関係機関と連携を図り、地域住民も一緒に参加でき

るイベントを実施し、障害者福祉についての理解を市民に浸透させることに努めまし

た。 

災害時要援護者の支援体制においては、社会福祉協議会の災害ボランティアへの取

次ぎ、災害時のボランティア募集に対するホームページなどでの情報提供を実施しま

した。 

基本目標３の地域福祉の推進に取り組む団体の応援については、サロンの活動支援

において、ふれあいサロンに対する、保険の加入手続きを行うことで、ふれあい補償

制度の充実を図りました。 

一方で、基本目標２の地域福祉を推進するための地域資源の活性化では、高齢者や

定年退職者の社会参加の促進として活用される、高齢者生きがいボランティアグルー

プやシルバー人材センター、老人クラブ等についての情報の発信は行っているものの、

シルバー人材センター、老人クラブの参加者は年々減少傾向であり、取組に対して対

象者に届く情報発信の方法が検討されます。 

また、基本目標３の地域福祉の推進に取り組む団体の応援については、各地域で地

域福祉に取り組む団体の活動は活発に行われているものの、市民への認知度が低い現

状があります。各地域での活動内容が広く周知されるよう取組方法を検討する必要が

あります。また地域活動を行う人材の育成の支援についても、検討していく必要があ

ります。 

さらに、今後複雑な問題が増加することが予想されることから、各相談支援事業所

の人材確保を含めた体制づくりが必要といった課題も見えてきました。 

今後は、第三次計画の取組状況の評価を踏まえ、その結果を本計画に反映していく

ことが重要です。 
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６ 岩国市の地域福祉の課題のまとめ 

地域福祉の動向や国の方針、統計データ、アンケート調査結果、第三次計画の取組

状況と評価を踏まえ、岩国市の地域福祉を推進する上での課題を第三次計画の基本目

標ごとに整理しました。 

 

基本目標１ 地域福祉を推進するための基盤の整備 

地域福祉を推進するためには、地域住民の協力が必要不可欠です。また、地域での

支え合い、助け合いを進めていくうえで、だれもが、地域の課題に関心を持ち、主体

的に参画し、解決につなげられることができるよう、日ごろの近所づきあいや地域活

動への参加などが重要です。 

事業評価によると、12施策中、十分取組を達成できていない施策は、「隣近所の住

民とのコミュニケーションの促進」「災害時要援護者の支援体制」となっています。 

アンケート調査によると、普段近所の人との付き合いの状況は、「立ち話をする程度

の人がいる」が30.2％と最も高く、次いで「あいさつをする程度の人がいる」が27.4％、

「ほとんど付き合いがない」が11.1％となっています。 

一方、地域の活動や行事が、地域でもっと活発に行われるようにしていくために大

切なこととして、「あいさつができる、顔見知り関係をつくる」が56.0％と最も高く、

次いで「住民同士が困ったときに、今以上に助けあえる関係をつくる」が41.8％となっ

ています。また、地域の中で起きている身近な生活の課題について、住民同士の支え

合いや助け合いをすることの必要性については、「ある程度必要だと思う」が62.8％

と最も高く、次いで「とても必要だと思う」が30.6％となっています。 

地域の課題や地域活動について、近所の人たちと相談し、助け合える関係を望む人

が多くいますが、実際には立ち話をする程度やあいさつを交わす程度の付き合いと

なっています。今後も、だれもが安心して暮らすことができる地域づくりのため、住

民同士の交流を深め、地域住民による支え合い活動や隣近所の住民とのコミュニケー

ションを促進することが必要です。 

近年は地震や台風などの自然災害の発生による被害拡大が懸念されるなかで、非常

時の地域での助け合いが求められています。 

アンケート調査によると、だれもが生き生きと安心して地域で暮らし続けるために、

岩国市の健康福祉施策として重要な点では、「緊急時や災害時に地域の中で助け合う仕

組みをつくる」が38.0％と最も高くなっています。 
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今後は、非常時にお互いが声をかけあい避難することができるように、平常時から

地域の中のつながりがつくれるよう促し、また防災訓練など、地域での防災活動を支

援する必要があります。 

家族や地域社会の絆が弱まり、社会から孤立する人々の増加が懸念される中、近隣

住民の関わりや地域での支え合いを維持しながら、高齢者や障害のある人、生活困窮

者、ひとり親家庭など様々な支援や配慮を必要とする人に対して、地域福祉の活動を

行う団体や専門機関等との連携を推進し、適切な対応を行っていくためのネットワー

クを充実させることが必要です。 

 

 

 

基本目標２ 地域福祉を推進するための地域資源の活性化 

本市は、山口県東部に位置し、工業地帯、多数の観光地、伝統芸能、豊かな自然景

観など多様な地域特性を有しています。その中で、地域福祉につながる様々な地域活

動をしている人も多数存在しています。 

事業評価によると、９施策中、十分取組を達成できていない施策は、「地域福祉の担

い手の育成」「ボランティアへの参加の促進」「地域内の交流の促進」「地域間交流の促

進」「学校と地域との連携促進」、ほとんど取組を達成できていない施策は、「高齢者や

定年退職者の社会参加の促進」となっています。 

アンケート調査によると、地域活動への参加の経験についてでは、「清掃などの環境

美化活動」が53.2%と最も高く、次いで「参加していない」が26.2%、「盆踊りや文

化活動など」は21.4%となっています。 

また、地域活動に参加していない理由としては、「時間的な余裕がないから」が

32.5%、次いで「関心がないから」が21.9％、「知らない人ばかりで参加しにくいか

ら」が21.1%となっています。 

ボランティア活動（地域にこだわらない）への参加意向では、「興味はあるが時間等

がない」が35.5％と最も高く、次いで「誘われたら参加したい」が24.8％、「現在参

加している」が9.9％、「今後積極的に参加したい」が3.1％となっています。 

また、岩国市の健康福祉施策として重要な点では、「地域での活動の中心となる人材

を育てる」が20.1%となっています。 

地域福祉を推進するために、地域で活動する担い手を増やし、各活動のさらなる広

がりを促進するための支援を行うとともに、初めてでも気軽に参加できるようなボラ

ンティア情報の発信や、地域活動の機会を提供するなど、今まで地域活動等に参加し
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ていなかった人でも、参加できる環境づくりや、きっかけづくりにつながることが必

要です。 

また、地域に点在する人、場所、物及び地域で取り組んでいる活動を、地域福祉を

推進するための資源として再認識し、地域福祉に有効活用していくことが必要です。 

 

 

 

基本目標３ 地域福祉の推進に取り組む団体の応援 

過疎化やコミュニケーションの希薄化など、地域により事情は異なりますが、団体

役員の高齢化、活動参加者の減少等により、活動が困難になっている団体が増えてい

ます。地域福祉を推進するには、各地域で活動に取り組む団体の活性化が重要な要件

になります。 

事業評価によると、6施策中、十分取組を達成できていない施策は、「NPOや市民活

動団体の活動支援」、ほとんど取組を達成できていない施策は、「地区社会福祉協議会

など地域福祉に取り組む団体の活動支援」となっています。 

民生委員・児童委員アンケート調査によると、地域活動・業務を行う上で、岩国市、

社会福祉協議会に求める支援や協力では、「活動・業務の担い手となる人材の育成」が

40.4％と最も高く、次いで「地域情報の提供」が37.4％となっています。 

また、市民アンケート調査によると、岩国市の健康福祉施策として重要な点では、

「地域での活動の中心となる人材を育てる」は20.1％、「地域活動・ボランティア活

動を資金面で支援する」は13.0％となっています。 

また、地域で活動を行っている、社会福祉協議会の活動についての認知度は「名前

も活動も知っている」が27.4％、民生委員・児童委員の活動の認知度は「よく知って

いる」「ある程度知っている」を合わせて42.3%、福祉委員の活動の認知度は「よく

知っている」「ある程度知っている」を合わせて27.0%となっています。 

地域における生活課題等を地域で解決できるように、地域で活動を行う団体への支

援や人材の育成支援が必要です。また、地域福祉に取り組む団体の活動は活発に行わ

れているものの、地域住民への認知度が低い現状があり、各地域での活動内容が広く

周知されるよう地域福祉活動を行っている団体の情報やこれから活動しようとしてい

る人に対しての、幅広い情報提供の方法を検討する必要があります。 

 

 

  


